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出典：「東日本大震災伝承施設ガイド」

市の現状整理・課題分析について

●復興まちづくりの指針・目標等は，人口動態や産業活動等の市町村の統計のほか，総合計
画や都市計画マスタープラン等の上位関連計画に位置づけられているまちづくりの方針や
まちの将来像等を踏まえて検討することになることから，関係する統計データを整理しておく
必要がある。

●大規模な災害発生後は，人口減少や産業の衰退等の社会トレンドが加速し，地域が被災前
から抱えていた課題が顕在化することから，こうした課題に対応した検討ができるよう，人口
動態や産業動態等は，将来の推計も含めて整理しておくことが重要である。

収集した基礎データや上位関連計画をもとに，人口の動向をはじめとした
市街地の特性や課題等の基礎情報を把握，整理を行った。
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＜整理内容＞



１．南海トラフ地震の被害対策

(1)予測される被害規模

2

高知市における南海トラフ地震による被害想定は，建物被害については揺れ・津波によるものが多く，人的被害
については，死者数は津波，負傷者数は建物倒壊によるものが多くなっている。また，1日後の避難者数は，避難
所外への避難者が１／３以上を占める。

建物被害（棟） 液状化 340

51,400

揺れ 32,000
急傾斜地崩壊 260
津波 16,000
地震・火災 2,800

人的被害（人）
（死者数）

建物倒壊 150

12,000
津波 10,000
急傾斜地崩壊 40
火災 280
ブロック塀 若干数

人的被害（人）
（負傷者数）

建物倒壊 11,000

12,100

津波 840
急傾斜地崩壊 40
火災 200
ブロック塀 若干数

人的被害（人）

（負傷者のうち
重傷者数）

建物倒壊 6,300

6,700
津波 290
急傾斜地崩壊 20
火災 60
ブロック塀 若干数

１日後の避難者
数（人）

避難所 158,000
248,000

避難所外 90,000

出典：「南海トラフ地震による被害想定（平成24年） －高知県－



(2)本市のハザードの現状

市域全体とハザード(津波浸水想定区域)重ね図

【立地適正化計画における土地利用の位置付け】

出典：「2017高知市立地適正化計画（令和３年改訂）」
3

市内は，災害イエローゾーン(土砂災害警戒区域，津波浸水想定区域，洪水想定区域)が広範囲に分布しており，
より安全な地域への居住の誘導や機能の移転などが重要である。

１．南海トラフ地震の被害対策
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１．南海トラフ地震の被害対策

(3)復興に向けた取組

〇居住地復興パターンの検討
⇒１.安全安心なまちの再生，２.住まいと暮らしの再建
・津波シミュレーションによる浸水範囲等の被害想定を踏まえ，現地復興や移転復興などの各
地区の居住地復興パターンを検討する必要がある。

〇安全なエリアへの移転を検討
⇒１.安全安心なまちの再生，２.住まいと暮らしの再建
・発災後に居住し続けることが危険と考えられるエリアについて，既存のコミュニティにも配慮し，
住民の意向を把握しつつ，安全なエリアへの移転を検討する必要がある。

〇ハード対策及びソフト対策の実施
⇒１.安全安心なまちの再生，２.住まいと暮らしの再建
・被害を可能な限り低減すべく，各種防災計画や事前復興まちづくり計画に基づき，河岸整備
などハード対策に加え，防災意識の醸成などのソフト対策を実施する必要がある。



２．人口の現状及び将来の見通し

(1)将来人口推計

出典： 「高知市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン（平成27年10月）」
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5

高知市の将来人口から，出生率の上昇等の諸条件の達成により，目標値として将来人口を設定している。しかし，
東日本大震災後の石巻市の減少率は上昇しており，被災により，高知市の人口減少も加速することが想定される。

参考資料p.1



２．人口の現状及び将来の見通し

(2)人口の自然動態及び年齢別人口

出典：高知市まち・ひと・しごと創生総合戦略(仮)第３期(2024～2028年度)

高知市 人口の自然動態(出生・死亡数)の推移

出典：高知市まち・ひと・しごと創生総合戦略(仮)第３期(2024～2028年度)
6

高知市では，死亡者数が出生数を上回る人口の自然減が2005(平成 17年)以降継続している。2020(令和２年)以
降コロナの影響により，出生数がさらに減少している。また，15歳から29歳までの年代の転出超過数が年々増加し
ている。



２．人口の現状及び将来の見通し

(3)復興に向けた取組

〇人口減少の克服
⇒２.住まいと暮らしの再建，５.地域共生社会の実現
・現在，産業振興やＵＩＪターン，移住定住の促進による新たな人の流れの創出，少子化対策
といった地方創生の推進により人口減少の克服に取り組んでいるため，発災後も，「住んで
みたい・住み続けたいまち」を目指し，継続的に取り組んでいく。

〇総合計画との連動
⇒１～５の基本理念に該当
・発災後も，実際の被災に応じて総合計画と連動した着実な施策の推進が必要である。

〇早期帰還への対策
⇒ ２.住まいと暮らしの再建，５．地域共生社会の実現
・発災後の人口減少については，正確に推計することは困難であるが，過去の災害の傾向で
は震災後，さらに人口減少が加速すると想定できるため，市外へ避難した被災者の市内へ
の早期帰還を図る必要がある。

〇教育・医療・福祉の対策
⇒ ２.住まいと暮らしの再建，５．地域共生社会の実現
・教育，医療，福祉に関する施設及び体制等を早期復旧することにより，人口の減少を抑える。
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３．産業への影響

(1)経済活動別総生産

8

高知市の総生産は，第３次産業は約9割に達している。産業別では，サービス業，卸売・小売業が30%を超えてお
り，主要産業となっている。
高知市の総生産は，県全体の約半分を占めている。



３．産業への影響

(2)産業別就業者の状況

（単位：人、％）

構成比
高知県全
体に占め
る 割 合

構成比 構成比

3 ,9 2 9 2 .7 9 % 12 .4 7 % 3 1 ,5 1 2 10 .2 1 % 1,9 6 2 ,7 6 2 3 .4 1%

農業 3 ,4 6 3 2 .4 6 % 13 .3 2 % 2 6 ,0 0 4 8 .4 3 % 1,7 6 9 ,9 5 9 3 .0 7 %

林業 2 8 2 0 .2 0 % 11.7 9 % 2 ,3 9 1 0 .7 7 % 6 0 ,7 3 8 0 .11 %

漁業 18 4 0 .1 3 % 5 .9 0 % 3 ,11 7 1 .0 1% 1 3 2 ,0 6 5 0 .2 3 %

2 1,0 7 5 1 4 .9 6 % 4 1 .4 8 % 5 0 ,8 0 6 1 6 .4 7 % 13 ,2 5 9 ,4 7 9 2 3 .0 0 %

鉱業、採石業、砂利採取業 8 0 0 .0 6 % 2 3 .3 2 % 3 4 3 0 .11% 18 ,8 9 1 0 .0 3 %

建設業 11,18 5 7 .9 4 % 4 4 .6 4 % 2 5 ,0 5 6 8 .12 % 4 ,1 8 4 ,0 5 2 7 .2 6 %

製造業 9 ,8 10 6 .9 6 % 3 8 .6 1% 2 5 ,4 0 7 8 .2 3 % 9 ,0 5 6 ,5 3 6 15 .7 1 %

11 0 ,16 2 7 8 .1 8 % 5 0 .8 2 % 2 1 6 ,7 6 0 7 0 .2 5 % 4 0 ,6 7 9 ,3 3 2 7 0 .5 7 %

電気・ガス・熱供給・水道業 7 18 0 .5 1% 5 1.0 3 % 1,4 0 7 0 .4 6 % 2 7 5 ,5 9 5 0 .4 8 %

情報通信業 2 ,5 4 0 1.8 0 % 7 0 .9 3 % 3 ,5 8 1 1 .16 % 1,9 5 5 ,6 19 3 .3 9 %

運輸業、郵便業 5 ,3 3 7 3 .7 9 % 4 8 .5 7 % 1 0 ,9 8 9 3 .5 6 % 3 ,117 ,6 2 3 5 .4 1 %

卸売業、小売業 2 3 ,9 3 7 16 .9 9 % 5 1.2 8 % 4 6 ,6 8 0 1 5 .13 % 8 ,8 0 5 ,5 7 6 1 5 .2 8 %

金融業、保険業 4 ,16 8 2 .9 6 % 6 5 .0 6 % 6 ,4 0 6 2 .0 8 % 1,3 5 5 ,1 6 1 2 .3 5 %

不動産業、物品賃貸業 2 ,7 6 6 1.9 6 % 6 9 .5 1% 3 ,9 7 9 1.2 9 % 1,2 5 3 ,9 0 5 2 .18 %

学術研究、専門・技術サービス業 4 ,7 4 6 3 .3 7 % 6 0 .9 5 % 7 ,7 8 7 2 .5 2 % 2 ,1 0 3 ,0 7 4 3 .6 5 %

宿泊業、飲食サービス業 8 ,8 3 2 6 .2 7 % 5 1.2 2 % 17 ,2 4 4 5 .5 9 % 3 ,0 9 5 ,4 3 4 5 .3 7 %

生活関連サービス業、娯楽業 5 ,17 6 3 .6 7 % 5 1.3 1% 10 ,0 8 8 3 .2 7 % 1,9 7 9 ,4 4 6 3 .4 3 %

教育、学習支援業 8 ,6 19 6 .1 2 % 5 1.7 2 % 16 ,6 6 4 5 .4 0 % 2 ,8 2 9 ,6 9 4 4 .9 1 %

医療、福祉 2 6 ,8 8 0 19 .0 8 % 4 8 .7 4 % 5 5 ,15 3 17 .8 7 % 7 ,6 3 3 ,17 0 13 .2 4 %

複合サービス事業 1,4 3 1 1.0 2 % 2 9 .4 9 % 4 ,8 5 3 1.5 7 % 4 4 1,6 18 0 .7 7 %

サービス業（他に分類されないもの） 8 ,19 3 5 .8 1% 5 0 .8 2 % 16 ,12 1 5 .2 2 % 3 ,8 0 1,2 18 6 .5 9 %

公務（他に分類されるものを除く） 6 ,8 19 4 .8 4 % 4 3 .14 % 15 ,8 0 8 5 .12 % 2 ,0 3 2 ,19 9 3 .5 3 %

5 ,7 5 0 ー 6 0 .6 1% 9 ,4 8 7 ー 1,7 4 1,6 5 2 ー

14 0 ,9 16 10 0 .0 0 % 4 5 .6 7 % 3 0 8 ,5 6 5 10 0 .0 0 % 5 7 ,6 4 3 ,2 2 5 10 0 .0 0 %

全国（全国計）高知県高知市

総計

分類不能の産業

第一次産業の計

第二次産業の計

第三次産業の計

出典： 2020（令和2）年国勢調査
※表の合計値は，端数処理等の関係で一致しない。

9

就業者数は，約14万人(H22,総人口34.3万人)で，第三次産業が78%と最も多くなっている。特に，卸売業・小売業
と医療・福祉分野の就業割合が高くなっている。女性の割合が全国平均と比較して高くなっている。
現状として，人手不足により，後継者が見つからず，事業継続が困難なケースが多くみられるようになっている。



３．産業への影響

出典：「高知市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン（平成27年）」

(3)高知市経済と産業構造
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経済と産業構造から，高知市では，「農林水産業の育成」，「観光の振興」，「医療・福祉・介護分野の雇用拡大に
向けた支援」が必要となっている。



３．産業への影響

出典：「東日本大震災被災地における産業復興の現状と課題（令和３年）」 －日本総研－

(4)回復遅れの要因

売上が回復しない事業者の割合が高い業種は，水産・食品加工業，卸小売・サービス業，旅館・ホテル業であり，
その主な理由としては， 「既存顧客の喪失」が最も多くなっている。 高知市の産業別総生産の中でも，大きな割合
を占めるサービス業等について，特に支援が必要になると考えられる。

11



３．産業への影響

出典：「南海トラフ巨大地震の被害想定について（経済的な被害）（令和元年６月）」 －内閣府政策統括官（防災担当）－

(5)経済的被害の様相

12

復興期には，被災地での民間への間接影響として「国際的な競争力・地位の低下」，行政への間接影響として「人
口，産業立地回復の遅れ」等が挙げられる。人口減少，産業立地への早急な対応により，産業の競争力維持・向上
を図る必要がある。



３．産業への影響

(6)復興に向けた取組
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〇主要産業の再生⇒３.なりわいの再生
・発災後も，就業環境を整え，主要産業を継続・維持していく必要がある。

〇雇用の創出⇒２.住まいと暮らしの再建，３.なりわいの再生
・産業の活性化と安定した雇用の創出が必要である。

〇事業継続の支援⇒ ２.住まいと暮らしの再建，３.なりわいの再生
・補助金等での支援により，事業主が企業再建・事業継続できるようサポート体制を構築する。

〇観光業の再生⇒ ３.なりわいの再生，４.歴史・文化の保全と継承
・豊かな観光資源の早期復旧をする必要がある。(観光業を復活させ観光客の入込みを促す。)

〇新産業の創出⇒ ３.なりわいの再生
・ICTやロボット技術等を活用した新たな産業の創出などを通して，産業の活性化を図る必要が
ある。

〇産業の早期復興⇒ ２.住まいと暮らしの再建，３.なりわいの再生
・東日本大震災の事例では，被災地のサービス業を中心とする産業復興の遅れが人口減少に
繋がっているため，早期の復興が必要である。

〇競争力の維持・向上⇒ ３.なりわいの再生
・人口減少，産業立地に対し早急な対応を行い，農業施設等の高度化や規模拡大等の取組を
支援することで，競争力の維持・向上を図る必要がある。



４．土地利用への影響

(1) 高知市の土地利用の状況と変遷

土地利用計画書

における五地域

都市地域 一体の都市として総合的に開発，整備，保全する必要がある地域

農業地域 農用地として利用すべき土地があり，総合的に農業の振興を図る必要がある地域

森林地域 森林として利用すべき土地があり，林業の振興又は森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域

自然公園地域 優れた自然の風景地で，その保護及び利用の増進を図る必要があるもの

自然保全地域 良好な自然環境を形成している地域で，その自然環境の保全を図る必要があるもの 14

市の面積は，309km2であり，森林面積は約174km2で全体の約56%を占めている。現在，都市計画区域における
市街化区域の面積の比率は約30％となっている。平成23年以降，農用地や森林・原野が減少している。



本市の市街化区域には，中心部に商業系の都市機能が集積し，都市周辺部にはモータリゼーションの進展によ
り，大規模団地等が造成され，居住地が広がっている。高知新港や浦戸湾沿岸には工業系の土地利用が見られる。
市街化調整区域には，山林や農用地が広がっている。
本市の公共交通網は，市域を東西に横断する広域幹線であるJR土讃線，はりまや橋を中心に運行する路面電車
及び路線バス，市周辺部や過疎地を運行する乗合タクシー（コミュニティ交通）により形成されている。

４．土地利用への影響

(2)本市の線引き区域と公共交通網

土地利用現況

出典：「2022高知市地域公共交通計画（令和４年３月）」

表 目標及び施策と目標達成のための事業

15

参考資料p.2,3,8,9



４．土地利用への影響

(3)利用可能地

出典：「高知市南海トラフ地震応急期機能配置計画（令和２年１月）」

利用可能地 （候補）
16

応急期機能配置計画では，応急期に必要となる土地の候補地リストを整理している。発災後は，被災状況に応じ
て利用可能地を設定し，機能を配置する。



４．土地利用への影響

(4)復興に向けた取組
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〇持続可能なまちづくりの推進
⇒１.安全安心なまちの再生，２.住まいと暮らしの再建
・被災後も人口減少や少子高齢化の進行を見据えて，現在の都市構造を維持しながら，市街
地の外延的拡大の抑制，既成市街地の土地の有効活用，交通ネットワークの確保，既存施
設を効果的・効率的に行うことにより，「コンパクトで持続可能な集約型都市構造」を目指す。

○交通ネットワークの確保
⇒２.住まいと暮らしの再建，３.なりわいの再生
・被災後の安心できる暮らしと産業の早期復興を実現すべく，耐震性の確保や避難路，緊急輸
送路の整備を踏まえた，早急な交通ネットワークの確保を目指す。

〇事業効果を踏まえた土地利用の検討
⇒１.安全安心なまちの再生，２.住まいと暮らしの再建
・国・県とも連携を密に取りながら，ハード整備の効果を踏まえた土地利用を図っていく必要が
ある。



５．歴史文化を継承する視点

(1)高知の歴史文化

18

高知市は，坂本龍馬を筆頭に多くの歴史上の人物を輩出しており，桂浜や五台山などの歴史・文化資産が重要
な観光の拠点となっており，高知で歌い継がれてきた歌と南国の情熱・自由な気風がミックスされて生まれた「よさ
こい祭り」は全国に広がっている。開設以来300年以上の歴史のある「街路市」には多くの人々が集まる。
また，消費量日本一を誇るかつおに代表される豊富な食材が，高知の気候風土に育まれている。

近世から現在に至るまで土佐国の中心地として発展してきたが，地域コミュニティの衰退により，世代間や地域間
の交流，担い手が減ってきている。



５．歴史文化を継承する視点

(2)復興に向けた取組
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〇地域特有の文化の継承
⇒ ４.歴史・文化の保全と継承，５.地域共生社会の実現
・地域の祭りや伝統芸能，食文化に触れる機会を通じて，地域特有の文化を大切にする心を
育むとともに，世代間や地域間の交流などを通じて，後世に地域文化を着実に継承し，発展
させていくまちを目指す。また，広域的な歴史・文化資産を活かした復興まちづくりを目指す。

〇歴史的建造物等の復興⇒４.歴史・文化の保全と継承，５.地域共生社会の実現
・歴史的建造物等に配慮し，それらを活かした円滑な復興まちづくりを目指す。

〇震災の記憶の伝承
⇒ ４.歴史・文化の保全と継承，５.地域共生社会の実現
・記憶を伝承する機能の整備を検討する。

〇スポーツの復興
⇒ ４.歴史・文化の保全と継承，５.地域共生社会の実現
・スポーツ施設の復旧・集約化を行い，スポーツを通じた豊かで生きがいのある生活の復興を
目指す。


